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` 先進国の動向と日本の地位

現在,原子力発電所を運転中の国は24カ 国

で,ほぼ毎年 2,000万 kWの割合で増加して

いる。6月末,世界の運転中の原子力発電所の

合計は 290基 , 11な 8,800万 kW(他に建設中

計画中が3億 7,500万 kW)と なっている。そ

の約 3分の 1の 6,630万 kWを運転中のアタ

リカは, ここ6年間新規発注は皆無,その上

この10年間に98基 ものキャンセル (発注後のと

りやめ)があって, 完全に頭打ちの状況にあ

る。これは 4年前のスリーマイル島原電の事

故の影響のはか,発電炉の建設・運転に関す

る許認可の不確定による時間・資金のロスにr

電気事業が耐えられなくなっているためであ

るが,すでに一部原子炉メーカーの撤退や人

員の流出も見られ,同国の原子力産業が健全

な状況を保ちうるかどうか憂慮されている。

レ=ガ ン政権はその再活性化のため,許認可

手続の合理化や廃棄物対策へのてこ入れなど
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(日 本原子力膚:業会議専務IIl111)

の手段を積極的に講 じつつあるが, 前i全は必

ずしも楽観できない。

2位のフランスでは ミッテランたL党 政 権

は,今後の電力需要の伸びの鈍化を見込んで,

原電の発注を今後数年間は年 2基にしばり,

一方原子力産業の安定をはかるため、輸出に

力をそそいでいる。西 ドfツ は, コール新1/4

権の登場以来,世論の好転もあって,本年 11

ばから原子力開発はようやく立ち直 りの方向

に向かっている。 ソ連 (こ のilど 日本をltい て

3位,1,830万 kヽV)は , 実情がつまびらかで

ない面もあるが,安全・管理で難しい問題を

かかえている模様で, このところ安全技術面

での西欧への接近や安全規制体制の強化を策

しているが,東欧圏の石油節減をねらっての

原子力発電の強力な推進には変わ りない。

日本は電力供給の20%強 が原子力であり,

現存プラントではその発電 コストは石油火力

の 6割 ,石炭の 7.5割程度と経済的な優位性

を示している。稼動率も一時の低迷を脱して,

軽水炉では西 ドイツとともにiL界の トップに

原子力開発の近況
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立ち,燃料・機器の性能面でも際立ったもの

となっている。 しかし8月 末の総合エネルギ

ー調査会の中間答申にもあるように,電力需

要の伸びは年間 3%程度と見込まれており,

原子力発電の発注も年間 1基程度にとどまる

可能性が強い。原子力発電の建設費はここ10

年間,物価上昇の倍程度の率で高騰が続いて

おり, もしこの傾向が続くならば,原子力発

電の経済的優位も危 ういものとなる。最近関

係者は建設費上昇の原因をさぐり,対策を講

じつつあるが,フ ランス等との比較分析では,

機器代の差が最も大きい要因とされている。

建設費の合理化はもちろん高い安全性の保持

が大前提であるが, ここ数年間の石油価格等

の高騰の中で行なわれてきた軽水炉定着の努

力の間に,安易に過剰なエンジエアリングや

設備が持ち込まれたことが,基本的な要因と

して最も大きいと思わオlる。

途上国か らの期待と輸出問題

軽水炉の分野を中心に今や原子力の技術先

進国の仲間入 りをした日本としては,開発途

上国への協力ひいては将来の輸出問題が,次

の大きな課題となってきた。従来, 日本のこ

の分野での途上国協力は,他の分野と同様に,

金をは1している割に評価が低かった(国際機「Jl

への出資は米ソに次もヽで常に3位だが,技術者交流

の実績は20位前後)。 近年ようやく国際原子力

機関 (lAEA)の 下でのアジア 13国の地域協

力協定 (RCA)に より,医療,食品照射,工

業等への放射線利用の面で,セ ミナーやワー

クショップの開催を通 じ,東南アジア諸国と

56

の交流もふえてきた。今後これら途上国のニ

ーズを適切にとらえ,人員養成,実習,技術

指導,さ らに,その技術によるマーケティン

グにいたるまで, きめ細かい協力を総合的に
,     | |:F_ 7 ._    : _1

準める必琴力|´う91?準 ?摯″は多種多様
であり,国内の関係組織も官。民。学と多岐

にわたるので, これら途上国への継続的なア

プローチと国内の連絡調整のための民間の窓

口機 F■lと して, このほど日本原子力産業会議

(原産)内に「国際協カセンター」力`置かれる

こととなった。

いままで日本の原子力関係輸出はもっばら

部∫『 ll‐
‐
限られ,その額も原子力産業の総売上

の 3%(年 300億 円程度)を占めるにすぎなか

った。別表にあるように,1世界各国の原子力

発電プラント輸出の合計は;先進国同士のも

のを除き84基にのぼるというのに, 日本は全

く実績がないのはむしろ不自然なことであつ

た。これら途上国の原電導入はすべて順調に

いっているわけではなく,その中には,導入

国側の自己満足的な進取願望に乗じて政治的

に売り込まれたものも見受けられ,受入れ側

の技術的社会的インフラの不足:さ らに冒頭

に述べたような一部先進国の原子力産業の地

盤沈下の影響を受けて,建設,運転上の困難

に逢着しているものもある。

近隣の国では韓国が最大の原電計画を進め

ており,米・加・仏の 3国 と 9基を契約済

(別表),そのうち 3基 190万 kWはすでに運

転中である。 3種の炉型を使いこなす こ と

も,同国にとって今後大きな課題だが,原電

の運転管理,補修, トラブル対策などについ

ては, 日本の協力に期待する ところ 力t大 き

FF団連月報 1983・ 10



原 子 力 発 電 所 の 輸 出 実 績 (先]笙 l葺 rl.Dも のをElく )
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L、 フ
`リ
ピンは建設中の初号機が,設計変

更や凛置に伴い大幅な極上がりに見舞われ ,

マルコス政権の頭痛の種となっている。台湾

は軽水炉 4基がすでに運転中で,運転管理技

術・ 薔勝部品の面で日本に期待している模様

である.

日本にとっては, このような協力要請は,

他国の輸出のいわば後始末であり,慎重に配

慮すべき点もあるが, 日本の軽水炉技術への

高い評領に由来するものだけに,周到な準備i

のもとに前向きに対処すべきであろう。

中国の原子力発電計画も,最近にわかに具

体化してきた。国産技術を主体に, まず上海

の南西約 50kmの秦山に30万kW l基 を近 く着

工するが, これと併行して広東省の香港対岸

地域の大坑に90万 kW 2基 を輸入建設しよう

としている (こ れは香港電力と共同出資でフラン

ス炉を最優先に検討中)。 そのほか上海の金山石

経団連月報 1933・ 10

ン ド2(0),ブ ラジル 1,ス ペィ

ラビア 1(0), メキシァ(2)

油化学工場のエネルギー源として熱併給のI瓢

電が,別に華東地域に90万 k,2基が予定さ

れている。こllらはいずオtも 加「l水型,2000

年までに中国の電力設備を 4倍に増強 (2億

4,000万 kt■‐に)する国家計画の中で, 原電

を最低 1,000万 kヽ まヽ と見込んでいる。

中国は従来,米 ソの核独占に反対する立場

から,国際核不拡散体制から孤立した立場を

とっており。このことが平和利用で中国と協

力する場合の大きな障害となってきた。原産

との覚え書きによる交流に際して,われわれ

は繰 り返 しそのことを指摘し,少 な くと も

IAEAへの参加は本格的な協力推進の必須の

条件であることを述べてきた。最近になって

中国はIAEAへの参加申請を行なったばかり

でなく,国際核不拡散政策にも反対せず,平

和利用を担保する国際ルールの下で国際協力

を進める意志を表明するに至った。これに呼

韓口 6(4),

フィリピン

台湾 6(2),イ

1(1), ユ ー ゴ ス

/13(10),

韓目 1(0),イ ン ド2(0),パ キスタン 1(0),ア ルゼンチン 1(0),
ルーマニア 2(2)

フィンラン ド2(0),東 ドイツ11(6),チ ェコスコ′tキ アll(9). ブルガ リア

5(1),ハ ンガリー 4(3)

百 Fイ ア 5基 アルゼンチ ン 2(1),ブ ラジル 2(2),ス ベ イン 1(1)

カ  ナ  r r墓

通 コ 墓

ス●ューデン 2墓 フィンラン ド2(0)

1(1), 南アフリカ共 III目 2(2)

注 鑽字は備出墓量.()内 li建設中のもので,内 数.1983年 6月 末現在_

三 ′ リ カ ]曜

韓国 2(2),
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応するように, フランス, アメリカ,西 ドイ

ツ等は中国との協力の条件を定める政府間の

覚え書きや協定の締結交渉を活発 に進 めつ

つ,原電輸出の実現に意欲を燃やしている。

中国は原産との覚書に基づく人員交流等を

通 じて, 日本の軽水炉技術を高く評価してお

り,特に上記の秦山原電について技術協力と

一部重要部品の輸入を強 くilんでいる。この

ほど北京における日中閣僚会議において,原

子力協力の問題がは じめて取上げられ,政府

間取決めの交渉が始まることになっていたこ

とは極めて有意義なことであるが,その交渉

の急速な進展が望まれる。

これらの国との原電に関する技術協力や ,

また部品ないしブラント輸出にしても, 日本

の原子力産業にとって当面さほどの経済的な

利益はもたらさないであろうし, また代替エ

ネルギーとして原子力に最重点を置き,すで

に20%の電力を原子力に依存 tて いる日本の

立場としては,国際的に何かと厄介なことが

起こりかねないこれらIJl際 協力によって,わ

が国自体の軽水炉発電の安寧を舌しされること

を恐れる気持もある。しかしながら,先進国

からさえ羨望に近い評価iを受けるだけの実″i

を持ちながら,国際的な応分の寄与を怠 りつ

づけるならば,実はすでに国際的な枠組の中

でしか正常な維持 。発展が保証されないはず

の,わが国の原子力開発の将来につまづきの

禍根をつくることになりかねない。たとえば,

燃杵|サ イクル面もふくめ原電のプラント輸出

という問題に実際に取 り魚lむ中で,lil難 な核

不拡散問題等を日本流に解決していくという

努力を経てはじめて,真の国際的な輌頼はか

58

ちうることができるのであって,他 l14の 努力

でそういった国際環境が整ってから手を出そ

うという虫のよい皮算用では, 日本の原子力

産業は近い将来の国際市場で完全に取り残さ

れてしまうのではなかろうか。

自主技術の実用化

ウラン濃縮,新型転換炉 ATR, 高速増殖

炉 FBRな どの自主開発技術は,動力炉 。核

燃料開発lT業団 (EIJ燃 )を 中心とする関係者の

努力で技術的には国際的にかなりの水準に達

し,それぞれ実用化に移行する段階にさしか

かっている。時あたかも低成長経済,エネル

ギ=・ 電力需要の伸び鈍化の時代に遭遇し,

財政・民間の利用可能な資金にも限界が現わ

れ, またこれら技術の実用化に対する切迫度

も多少とも遠のいてきた。しかし́,資金が限

られればなおさらのことであるが, このよう

な大型技術の実用化にはなお,い くつかのス

テップが必要であり,現時点からよほど計画

的,効率的な1枚組み方をしなければ,所要の

時期までの実用化の達成は容易なことではな

い。

紙数の関係で FBRだ けを例に考えてみる

と,その原型炉「 もんじゅ」力`このほど着工

に漕ぎつけたのは幸いだが,原子力委員会の

示す実用化日標の2010年 ころまでの間に,.少

なくとも60万～100万 kW級の「実証炉」 1

基を完成・運転しなければならない。それに

は,ほぼ3年以内に炉型を定め (それl lt原 型炉と

は苦]i異なる型式となる可能性が強い),原 型 炉

の運転開始後 2年 くらいの時期に着工すると

経団連月報 ‐1983・ 10
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1:=il一応の計画であるが,それには建設

主II 、電気事業が主要な役害1)の , そのlt身の

ょぅな組織が作られて,それを中心に計画を

社 llこ うる必要がある。実
~l炉
とはいえ, こ

=L・

■ビ大型の発電所を健全な事業として長期

平i適 'Iし
ていくには,当然,経営の主体とな

モt Cti,必要な研究開発を国の内外に依 lt~l

し,そ 0結果を評11し , また国際動向を十分

拒握しつつ,段階的に意思決定を重ねつつ進

めていくべきだからである。そしてそのよう

な官ミ (それに必要に応じタト国)の間の有機的

協力体制が実働するためには,動燃の今後の

あり方や民間の側のコミットメントの態様に

ついて,衆知を集めた検討が必要である。

「むつ」問題に思うこと

最近,原子力船「むつJについて議論が活発

になった。率直に「:っ て,原
I∫ 力船の実用時

難がやや遠 くなったことはlf実であるが,だ

からといつて,先進国の中で日本だけは原子

ブ」
=,の
技術など持っておかなくていいと考え

るノ、:よあまりヽ なヽいであろ う (西 ドイツも含

め,いずれの国も最低数十万:t llの 原子力船の)1

li経整を持っている)。 そうであれば,せ っかく

完成しているこの船を動かし, さらに新炉′き

への1釈 り替えや各種試験に必要な機器の追加

など,十分に時間をかけて徹底的に利用する

ことこそ,臨調時代にバ、さわしい,無 :とのな

い通のはずであろう (海上における実際の動将,

衝撃,振 rl」急激なrl荷 :セ「りTの 共イメ下での知用
'i

の試験を十分積んでおくことこそ11来への備えと

して最も肝要なことである)c tti母港に多額の金

経団連月報 1983・ 10

がかかるとにヽう点については、候補i地「け]根

浜」は Iヽ9係当局が諾般のltl17Lか らi基定 したも瑠

のであることから考えても、原子力船の開発

路線と力ヽ「むつ」自体の問題とは一応別禽
:1の

問題といえるであろうc

それよりも問題なのiよ、あの「むつ」事件

以来今日まで,「むつ」の関係者が安全性な

どについて自信ある点も十分主張できず,綱

渡 り式の対応を余儀なくされてきたことにあ

ると私は考えている。

これ lま原子力開発全般についても言えるこ

とであるが,真に安全のため必要な金は決し

て惜しんではならないけれども,安全性につ

いての誤解や建て前論に対して, ともすれば

お金を積んだり別のメリットを与えるという

や り方で,問題の本質を避けて通ることが最

近少々目立ちすぎるように思われる。開発全

11:■ lt理的
'｀
といがlキてるように な った 今

日、この点を三思四省ヒ い 1の あることや

技術的 :■正確なことについては安易な妥協を

はからないという方向に路線を変更すること

が必要でlまないだろうかcそ うでなけオlば ,

本文に述べたいくつかの課題、さらには廃棄

物対策なども,国際常識にかなった17決 |よ と

ても困難であろう。

(t,い  か キ'ご さ)
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